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市環境基本計画とは第三期環境基本計画（現行） 2

▶目的

環境基本条例の基本理念を実現するため、良好な環境を保全するとともに、
より良い環境の創造を目指す。（平成12年度に第一期が開始）

▶計画期間

令和３年度～令和12年度（10年間）

▶推進組織

環境保全対策審議会が進捗評価

▶本計画に統合されている計画

・地方公共団体実行計画（区域施策編）
・生物多様性地域戦略
・市町村食品ロス削減推進計画

▶水循環基本計画との関係性

「河川・湧水地」「水循環」に関する施策は、第三期（R３年度～）から
水循環基本計画に列挙

▶中間見直し

令和７年度に中間評価を行い、後期基本計画との整合を取りつつ、
必要に応じて計画を見直す



市環境基本計画とは 3
環境施策を取り巻く状況の変化 3

①国の新たな政策枠組みの登場
・「ウェルビーイング／高い生活の質」（第六次環境基本計画【令和６年５月閣議決定】）

…環境保全の保全を通じて、現在及び将来の国民一人ひとりが幸福や充足を実感できる状態

・「自然再興（ネイチャーポジティブ）」（生物多様性国家戦略【令和５年３月閣議決定】）

…自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させることを目指す考え方

・「循環経済（サーキュラーエコノミー）」（第五次循環型社会形成推進基本計画【令和６年８月閣議決定】）

…従来の大量生産・大量消費・大量廃棄による一方通行型の経済社会活動から、資源投入量・消費量を抑え、
ストックを有効活用して付加価値を生み出す考え方

②第六次総合計画後期基本計画の策定
・「施策展開の視点」の再編 (ＳＤＧsの推進、ウェルビーイングの向上、シェアリングエコノミーの推進)

・「施策」「数値目標」「みんなができること」の更新

③市民ニーズの変化 (R7アンケート調査）

・「生物多様性」という言葉の市民認知度はＲ７年度で49%（Ｒ６年度で53％）で、Ｒ４年度国調査に

よる国民認知度73%を大きく下回る

・市民の「ごみ減量に向けた取組状況」は前回（令和２年度）と比較して意識が低下傾向

・市民が市の施策で最も重要と考えるのは「農地・山林の保全」対策

・事業者が市に求める施策は、設備導入支援、取組事例の情報発信、研修会

④前期４年間を踏まえた成果と課題（R7中間評価）

・間伐による森林整備面積が減少傾向

・一人当たりごみ排出量は減少傾向にあるものの、資源化率は低い状況

・市域全体及び市の事務事業ともにＣＯ₂排出削減の進捗が十分と言えない状況

・環境教室受講者数は目標を大幅に超過。ＳＤＧsと関連付けた探究学習で外部表彰を含む一定の成果



4中間見直しのポイント（素案） 4

✓前期期間（R3～７年度）における施策の成果を引き継ぎつつ、現下の課題や社会情勢を踏まえ、良好
な環境の保全とより良い環境の創造に向けた次なるステップを示す。

④「現状と課題」の再整理

⑤取組目標の再定義

⑥主体別行動指針の再編

⑦解説コラムの新設

①施策体系の再編
現行は、項目分類の曖昧さや類似施策の重複が見受けられるため、体系の一部を再編し、各施策が適切な分類に
属するよう整理

②施策内容の更新
国の政策枠組みや前期４年間の成果や課題を踏まえ、施策内容を発展的に更新

③数値目標の拡充
• 施策の成果をより精緻に測定するため、数値目標を17（現行）から26（見直し後）に拡充
• 生活実感の視点からも評価可能とするため、「市民アンケートに基づく主観指標」を一部導入



環
境
像

基本
目標
(5)

施策の基本方針
(9)

施策の柱
（25）

施策群
の数

施策の数

()は再掲を
除く数

水
循
環
共
生
都
市

越
前
お
お
の

自然と
の共生
社会の
形成

自然とふれあう
機会の創出

自然とふれあう活動の推進 0 10(10)

自然環境の経済活用 0 6(6)

農地・森林の保
全と活用

農地の保全と活用 0 9(9)

森林の保全と活用 0 9(7)

生物多様性の確
保

野生動植物の保全 0 6(4)

外来生物の防除対策 0 4(4)

脱炭素
型社会
への移
行

地球温暖化対策
の推進

エネルギーの転換と省エネル
ギーの促進

4 11(11)

再生可能エネルギーの利用促進 0 6(5)

公共施設・公共交通の脱炭素化 2 9(9)

気候変動適応策の推進 0 8(8)

森林吸収源対策
の推進

森林資源の循環利用の促進 0 7(4)

森林の保全と活用【再掲】 0 9(0)

資源循
環型社
会の構
築

廃棄物の減量及
び資源循環の促
進

ごみ減量化の促進 0 9(9)

食品ロス削減の促進 0 4(4)

プラスチックごみ削減の促進 0 4(4)

循環経済の促進 0 6(3)

快適な
生活環
境の保
全

公害の防止

公害発生の防止 4 14(14)

環境美化活動の促進 0 2(2)

野外焼却、不法投棄の防止 0 6(6)

良好な景観形成
及び歴史的、文
化的遺産の保存

良好な景観形成 4 13(8)

歴史的、文化的遺産の保存 0 8(7)

公園や空き家、空き地の適正
管理の促進

0 6(5)

総合的
な取組
の推進

総合的な環境対
策

持続可能な社会を支える人材
の育成

0 11(6)

多様な主体との協働・連携の
推進

0 7(4)

環境情報の収集と共有化 0 7(5)

14 191(154)

わかりやすさの見直し（体系整
理）
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全

53

全

171

環
境
像

基本
目標
(5)

施策の基本方針
(8)

重点施策(23)
施策群
の数

施策
の数

再掲なし

水
循
環
共
生
都
市

越
前
お
お
の

自然との
共生社会
の形成

生物の多様性の
確保

身近な自然とふれあう活動の推進 4 13

野生動植物の保全 3 11

地域資源の活用 2 6

自然環境の体系
的保全

農地（里地）の保全と活用 2 7

山林（里山）の保全と活用 2 9

脱炭素型
社会への
移行

地球環境の保全

脱炭素に向けた行動の促進 1 5

脱炭素型のまちづくりの推進 2 7

気候変動適応策の推進 2 6

資源及びエネル
ギーの有効利用

省エネルギーの推進 3 7

再生可能エネルギーの利用促進 2 7

森林吸収源対策の推進 1 4

資源循環
型社会の
構築

廃棄物の減量及
びリサイクルの
推進

３Rによるごみ排出量削減の推進 3 10

食品ロス削減の推進 2 4

プラスチックごみ削減の推進 3 5

快適な生
活環境の
保全

公害の防止

公害発生の防止 4 13

環境美化活動の促進 1 3

野外焼却、不法投棄の防止 2 6

良好な景観形成
及び歴史的、文
化的遺産の保存

良好な景観形成 4 13

歴史的、文化的遺産の保存 3 8

公園や空き家、空き地の適正管
理の促進

3 7

総合的な
取り組み
の推進

総合的な環境対
策

持続可能な社会の担い手を育む
教育の推進

3 7

市民協働の取り組みの推進 2 7

環境情報の収集と共有化 2 8

56 173

＜現行＞ ＜素案＞

①施策体系の再編 5

⚫ 現行は、項目分類の曖昧さや類似施策の重複が見受けられるため、体系の一部を再編し、各施策が適切な分類に属するよう整理する。
⚫ 類似施策については表現を統一し、《再掲》形式により関連項目に配置することで、施策間の関連性の見やすさを高める。
⚫ 現行173の施策（《再掲》なし）を見直し後は191（《再掲》を除くと154）に再編



わかりやすさの見直し（体系整
理）

基本目標 施策の基本方針 重点施策

自然との共生社会の形成
生物の多様性の確保

身近な自然とふれあう活動の推進

野生動植物の保全

地域資源の活用

自然環境の体系的保全
農地（里地）の保全と活用

山林（里山）の保全と活用

基本目標 施策の基本方針 施策の柱

自然との共生社会の形成

自然とふれあう機会の創出
自然とふれあう活動の推進

自然環境の経済活用

農地・森林の保全と活用
農地の保全と活用

森林の保全と活用

生物多様性の確保
野生動植物の保全

外来生物の防除対策

基本目標 施策の基本方針 重点施策

脱炭素型社会への移行

地球環境の保全
脱炭素に向けた行動の促進

脱炭素型のまちづくりの推進

気候変動適応策の推進

資源及びエネルギーの有効利
用

省エネルギーの推進

再生可能エネルギーの利用促進

森林吸収源対策の推進

基本目標 施策の基本方針 施策の柱

脱炭素型社会への移行
地球温暖化対策の推進

エネルギーの転換と省エネルギーの促進

再生可能エネルギーの利用促進

公共施設・公共交通の脱炭素化

気候変動適応策の推進

森林吸収源対策の推進
森林資源の循環利用の促進

森林の保全と活用【再掲】

基本目標 施策の基本方針 重点施策

資源循環型社会の構築
廃棄物の減量及びリサイクル
の推進

３Rによるごみ排出量削減の推進

食品ロス削減の推進

プラスチックごみ削減の推進

基本目標 施策の基本方針 施策の柱

資源循環型社会の構築
廃棄物の減量及び資源循環の
促進

ごみ減量化の促進

食品ロス削減の促進

プラスチックごみ削減の促進

循環経済の促進

基本目標 施策の基本方針 重点施策

総合的な取り組みの推
進

総合的な環境対策
持続可能な社会の担い手を育む教育の推進

市民協働の取り組みの推進

環境情報の収集と共有化

基本目標 施策の基本方針 施策の柱

総合的な取組の推進 総合的な環境対策
持続可能な社会を支える人材の育成

多様な主体との協働・連携の推進

環境情報の収集と共有化

【自然との共生社会の形成】

【脱炭素社会への移行】

【資源循環社会の構築】

【総合的な取組の推進】

【再編の意図】

⚫ ネイチャーポジティブの概念を踏まえ、「生物多様性の確保」を「野
生動植物の保全」を中心とした施策として再構成し、「自然とのふれ
あい」「自然環境の経済活用」とは体系的に分離

⚫ 「自然環境の体系的保全」は施策の具体像が不明瞭であるため、「農
地・森林の保全と活用」と施策の趣旨に沿った表現に変更

⚫ 「農地（里地）の保全と活用」の中に位置付けられていた「外来生物
の防除対策」を施策内容の適合性を踏まえて「生物多様性の確保」へ
と移行

【再編の意図】
⚫ 「地球環境の保全」は施策が広範囲に及ぶ印象を与えるため、施策内容

に即して「地球温暖化対策の推進」へと表現を変更

⚫ 「地球環境の保全」と「資源及びエネルギーの有効利用」は施策領域の
重複が見られるため、「地球温暖化対策の推進」として両者を統合

⚫ 「森林吸収源対策」の重要性を踏まえ、施策階層を上位化し、その中に
「森林資源の循環利用」を新たに設定

⚫ 「脱炭素化に向けた行動の促進」と「脱炭素型のまちづくりの推進」は表
現から施策内容の違いが判別しづらいため、内容に即して「エネルギー転
換」「省エネ」「再エネ」「公共施設・公共交通」の各項目に再編

【再編の意図】
⚫ 「リサイクルの推進」は施策内容が限定的となるため、より包括的な

「資源循環の推進」に変更

⚫ ３Ｒに施策が限定される印象を避けるため、包括的に「ごみ減量化の推
進」に変更

⚫ 循環経済（サーキュラーエコノミー）の概念を踏まえ「循環経済の促
進」を新たに設定

⚫ 「持続可能な社会の担い手を育む教育の推進」は教育に限定される印象
を与えるため、児童生徒に加え事業者や地域人材も対象とする「持続可
能な社会を支える人材の育成」に変更

⚫ 「市民協働の推進」は連携主体が限定的であるため、企業や地域団体、
大学なども含む「多様な主体との協働・連携の推進」に変更

【再編の意図】

《現行》

《現行》

《現行》

《現行》

《素案》

《素案》

《素案》

《素案》

【快適な生活環境の保全】

6

再編なし



わかりやすさの見直し（体系整
理）

7②施策内容の更新 7

⚫ 国の政策枠組みや前期４年間の成果や課題を踏まえ、施策内容を発展的に更新する。

⚫ 「ネイチャーポジティブ（自然再興）」や「循環経済（サーキュラーエコノミー）」など、国の潮流に対応した施策を導入する
ほか、中間評価やアンケート調査で顕在化した「森林の保全・活用」「脱炭素経営の促進」などの必要性にも対応した施策を追
加する。

⚫ 意図が不明瞭な表現は簡潔かつ具体的に修正しつつ、後期基本計画との整合性も確保する。

【基本目標① 自然との共生社会の形成】の主な変更点

自然とのふれあう機会の充実
✓ 登山道・キャンプ場などの快適性向上に向けた維持管理を明記。

✓ 本願清水イトヨの里や水のがっこうなど自然の恵みの重要性を考える学習機会の提供を明記。

✓ 森林や木に触れる体験活動を追加。

✓ 星空や自然を活かした体験プログラムや商品開発に取り組む事業者への支援を明記。

✓ 周遊促進と商品提供を行う道の駅として荒島の郷に加え、九頭竜を明記。

✓ 醸造品や農林産物の販売促進にふるさと納税を活用することを明記。

農地の保全と活用
✓ 農地保全に向けた具体策として中山間地域直接支払制度や多面的機能支払交付金事業を明記。

✓ 農地パトロールに加え、日常的な農地の見守り活動を明記。

✓ 山際集落への大規模緩衝帯の整備や電気柵設置など、有害鳥獣対策の具体的手法を明記。

✓ 有害鳥獣対策に取り組む人材育成について、研修会やフィールドワークなど、具体的手法を明記。

森林の保全と活用
✓ 林業従事者の安定確保に向けた福祉支援を明記。

✓ ドローンやIＣＴ活用によるスマート林業の促進を明記。

✓ 森林環境譲与税の活用策として間伐に加え、森林境界の明確化、林道整備を明記。

✓ 森林の無秩序の開発を防止する取組として、森・水保全条例に基づく届出制度を追加。

生物多様性の確保
✓ 生物多様性が保全された区域における計画的・戦略的な保全活動に関する取組を追加（「自然共生サイト」の認定取得を意図）

✓ 淡水魚のＰＲと保全活動を通じたブランド化を追加。

ネイチャーポジティブの要素



わかりやすさの見直し（体系整
理）

8

【基本目標② 脱炭素社会への移行】の主な変更点

地球温暖化対策の推進
✓ 多様な主体との連携による推進組織として脱炭素推進会

議を明記。

✓ 事業者に対して、脱炭素経営の支援を通じて持続可能な
経営への転換を促す取組を追加。

✓ ライトダウンキャンペーンなどの節電啓発を追加。

✓ リフォーム支援の中でＬＥＤ照明の切替を促すことで住
宅の省エネ化を図ることを明記。

✓ 電動車の普及を中心に据え、エコドライブの啓発活動を
事業者と連携することを明記。

✓ 中小水力発電の電力や売電収入の地域活用や市内事業者
による維持管理体制の構築を検討することを追加。

✓ 公共施設の複合化・集約化や不要施設の除却による総量
縮減を追加。

✓ 官民連携による公共交通利用促進に向けたＰＲ強化を追
加。

✓ ＭａａＳとの連携やデジタル技術の活用による利用促進
を追加。

✓ 気候変動適応策としてクーリングシェルターの開放の取
組を追加。

✓ 河川改修・堤防強化・田んぼダムの活用など、流域治水
対策の具体策を明記。

森林吸収源対策の推進

✓ 薪ストーブやペレットストーブへの導入支援を追加。

✓ 地域の社会奉仕活動で出た草ごみを木質バイオマス発電
所の燃料として有効活用する取組を追加。

✓ 間伐・主伐・再造林による取組と、J-クレジット制度の
取組を追加。

【基本目標③ 資源循環型社会の構築】の主な変更点

廃棄物の減量及び資源循環の促進
✓ リユース施策として、「おくえつ おもちゃ病院」の定

期開催と、使用済みパソコンなどの小型家電の無料回収
サービスの周知を追加。

✓ リサイクル施策として、紙ごみの分別促進に加え、公式
ＬＩＮＥや収集カレンダーを活用した分別案内を追加。

食品ロス対策
✓ フードドライブを、「食品ロス削減」と「地域の支え

合い」を両立する目的であることを明記。

プラスチックごみ対策
✓ 「廃棄物処理施設の見学会」「出前講座」などの学習

機会の提供により、分別の重要性を体験的に理解して
もらう取組を明記。

循環経済の促進
✓ 不用品の売買仲介サイトや情報掲示板サイトの周知を

通じて、贈与・売却によるリユースを促進する取組を
追加。

✓ 地域の社会奉仕活動で出た草ごみを木質バイオマス発
電所の燃料として有効活用する取組を追加。（再掲）

サーキュラーエコノミー（シェアリング含む）の要素
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【基本目標④ 快適な生活環境の保全】の主な変更点

公害の防止
✓ 法令遵守に関する施策は継承しつつ、生活型公害（騒

音・雑草など）に対する指導や啓発活動を追加。

✓ 公害の発生状況を環境保全対策審議会に毎年報告するこ
とを追加。

良好な景観形成
✓ 屋外広告物に関する制度の周知やデザインコントロール

などの助言を明記。

✓ 七間通りを「無電柱化」から「観光ルートにふさわしい
景観維持」という目的に再定義して明記。

✓ 自然景観の保全は、登山道・キャンプ場の維持管理や農
村景観の保全を再掲しつつ、景観法に基づく届出制度に
よる規制・誘導を追加。

✓ 星空景観について、星空保護区認定を踏まえ、「夜空の
明るさ調査」や「ライトダウンキャンペーン」の取組を
追加。

歴史的・文化的遺産の保存

✓ 子どもの伝統芸能の学習・披露の機会創出を追加。

空き家対策

✓ 「空き家所有者が早期に決断・行動できるように支援す
る」という視点を明記。

【基本目標⑤ 総合的な取組の推進】の主な変更点

持続可能な社会を支える人材育成

✓ 学校教育において、従来の「環境教育計画の作成」に加
え、「ＳＤＧｓの視点を取り入れた環境学習の推進」を
明記。

✓ 社会教育において、公民館や生涯学習センターでの環境
学習の推進を明記。

✓ 事業者に対して、脱炭素経営の支援を通じて持続可能な
経営への転換を促す取組を追加（再掲）。

多様な主体との協働・連携

✓ 現行は、地域住民や市民団体との連携が中心だったが、
見直し後は企業・大学などを含む構成に拡張。

✓ 企業・団体・市との相互連携を促進するため、「マッチ
ングの機会の創出」や「ネットワーク構築」を追加。

✓ 県・市町で構成する各種協議会やふくい嶺北連携中枢都
市圏など、広域連携を図ることを追加。

環境情報の収集・共有施策

✓ 情報発信のタイミングについて、「環境月間（6月）」に
加え、「消費者月間（5月）」「水の週間（8月1日〜7
日）」を追加。
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⚫ 施策の成果をより精緻に測定するため、数値目標を17（現行）から26（素案）に拡充

次ページへ

№ 区分 項目
参考値

令和元年度
基準値

令和6年度
目標値

令和12年度
説明

（見直し前の基本方針）
【見直し後の基本方針】

1 新規 自然体験イベントの参加人数 － 68人 100人
市が実施する「自然ふれあい探検隊」事業の参
加人数

【自然とふれあう機会の創出】

2 削除 生物多様性の認知度 － 53% 60%
生物多様性について意味を知っている市民の割
合

（生物の多様性の確保）

3 継続 森林整備面積（間伐） 341ha 236ha
240ha
375ha

国有林・民有林における間伐及び保育間伐面積
の合計

（自然環境の体系的保全）
【農地・森林の保全と活用】

4 新規 作物作付面積の割合 96.1% 96.8% 96.5%
営農台帳に掲載された水田面積のうち、不作付
面積を除いた作物作付面積の割合

【農地・森林の保全と活用】

5 新規 新規林業従事者数 1人 1人 3人 森林組合で働く新規の林業従事者数 【農地・森林の保全と活用】

6 削除 イトヨの里の入館者数 9,688人 7,031人 11,600人 本願清水イトヨの里の一年間の総入館者数 （生物の多様性の確保）

7 新規 本願清水におけるイトヨの営巣数
109.7個

(令和2年度)
73.9個 100個以上

本願清水におけるイトヨの営巣数（月平均営巣
数の年間累計個数）

【生物多様性の確保】

8 新規
「大野は自然環境や生物多様性が保た
れている」と感じている市民の割合
［市民アンケートに基づく主観指標］

－ 56.9% 62.6%
市民意識調査で「大野は自然環境や生物多様性
が保たれている」という設問に対し「肯定的」
または「概ね肯定的」に回答した市民の割合

【生物多様性の確保】

9 削除 耕作放棄地の面積 3.0ha 2.5ha 4.1ha以下
草刈りや田起こしなど管理がされていない農地
の面積

（自然環境の体系的保全）

10 継続
大野市内の温室効果ガス実質排出量
（ＣＯ２換算）

71千t-CO₂
(令和2年度)

〇千t-CO₂
(令和4年度)

〇千t-CO₂
(令和10年度)

大野市域における１年間のＣＯ₂排出量の総数
から森林による吸収量を差し引いた量

（地球環境の保全）
【地球温暖化対策の推進】

11 新規
脱炭素や省エネに意欲的な事業者・団
体数

－ 140者 170者
市が主導する脱炭素・省エネ関連事業に運営側
として関わる事業者・団体数

【地球温暖化対策の推進】

12 削除
大野市の事務事業におけるエネルギー
使用量（原油換算）

4,554kl 〇kl 2,780kl
市長部局、教育委員会、議会事務局、監査委員
会事務局等の本庁及び出先機関における１年間
のエネルギー使用量の総数（原油換算）

（地球環境の保全）

13 新規 市役所のＣＯ₂排出量 10,175t-CO₂ 〇t-CO₂ 5,900t-CO₂
市の事務事業（公共施設、公用車、街路灯な
ど）から排出されるＣＯ₂排出量

【地球温暖化対策の推進】

14 削除 ゼロカーボン施設の数（公共施設） 0施設 0施設 5施設
大野市公共施設のうち年間のＣＯ₂排出量実質
ゼロを達成している施設の数

（地球環境の保全）

15 新規 再エネ電力を使用する公共施設の数 0施設 3施設 5施設
公共施設のうち再生可能エネルギー設備で発電
された電力を使用する施設の数

【地球温暖化対策の推進】
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№ 区分 項目
参考値

令和元年度
基準値

令和6年度
目標値

令和12年度
説明

（見直し前の基本方針）
【見直し後の基本方針】

16 継続
再生可能エネルギーの導入量
（実績値は2年遅れで集計）

－
〇千kW

(令和4年度)
3.4千kW

(令和10年度)
計画期間中に新たに導入された再生可能エネル
ギーの導入量（累計）

（資源及びエネルギーの有効活用）
【地球温暖化対策の推進】

17 継続
木質バイオマス発電に活用した間伐材
の量（補助数）

7,595㎥ 7,502㎥ 8,355㎥
市内で生産された間伐材のうち、１年間に市内
の木質バイオマス発電所に搬出された間伐材量

（資源及びエネルギーの有効活用）
【森林吸収源対策の推進】

18 新規 再造林面積 2ha 2ha 7ha １年間に市有林・私有林の再造林がされた面積 【森林吸収源対策の推進】

19 継続 市民１人１日当たりのごみ排出 950g 848g
828g
919g

年間一般廃棄物総処理量÷大野市人口÷365日
（廃棄物の減量及びリサイクルの推進）
【廃棄物の減量及び資源循環の促進】

20 継続 ごみの資源化率 21.9% 20.1%
〇％

31.0％
（資源化量＋集団回収量）÷（搬入ごみ量＋集
団回収量）

（廃棄物の減量及びリサイクルの推進）

21 継続 食品ロスの発生量 898.5t 1,028.8t 627.2t
家庭（事業系一般廃棄物含む）の食品ロスの年
間排出量

（廃棄物の減量及びリサイクルの推進）
【廃棄物の減量及び資源循環の促進】

22 新規
「大野はリサイクルなどの環境の取組が
さかんである」と感じている市民の割合
［市民アンケートに基づく主観指標］

－ 23.9% 26.3%
市民意識調査で「大野はリサイクルなどの環境の
取組がさかんである」という設問に対し「肯定
的」または「概ね肯定的」に回答した市民の割合

【廃棄物の減量及び資源循環の促進】

23 新規
不用品の再利用サービスの市民の利用
件数（累計）

0件 14件 100件
市と連携協定を締結する企業が提供する不用品
の再利用サービスの市民の年間利用件数

【廃棄物の減量及び資源循環の促進】

24 継続 水質基準を達成した河川の数 11河川 11河川 11河川
県及び市が実施する11河川の水質検査結果にお
いて、環境基本計画で設定した水質基準を満た
した河川数

（公害の防止）
【公害の防止】

25 継続 水洗化率 44.1% 49.9%
57.7%
60.7%

（公共下水道区域、農業集落排水処理区域、合
併処理浄化槽整備区域内においてそれぞれの処
理を行なっている人口）/総人口×100

（公害の防止）
【公害の防止】

26 新規
「自宅近辺の騒音や悪臭に悩み」を感
じていない市民の割合
［市民アンケートに基づく主観指標］

－ 69.5% 76.4%
市民意識調査で「自宅近辺の騒音や悪臭に悩ま
されている」という設問に対し「否定的」また
は「概ね否定的」に回答した市民の割合

【公害の防止】

27 削除 存在する特定空家等の件数 16件 11件 0件 市内において存在する特定空家等の件数 （公害の防止）

28 新規 管理不全空家等と特定空家等の除却数 2件 3件 2件
（市が定める）管理不全空家等と特定空家等の
除却数

【良好な景観形成及び歴史的、文化的遺
産の保存】

29 新規
「大野には自慢できる都市景観があ
る」と感じている市民の割合
［市民アンケートに基づく主観指標］

－ 33.3% 36.7%
市民意識調査で「大野には自慢できる都市景観
がある」という設問に対して「肯定的」または
「概ね肯定的」に回答した市民の割合

【良好な景観形成及び歴史的、文化的遺
産の保存】

30 継続 環境に関する講座等の受講者数 281人 1,600人
500人
385人

出前講座、環境教室、わく湧くお届け講座等の
参加者数

【総合的な環境対策】

31 継続 環境アドバイザーの派遣回数 6回 6回 22回 県及び市の環境アドバイザーを派遣した回数 （総合的な環境対策）

32 新規
企業等との連携協定に基づく環境に関
する取組件数

〇件 〇件 〇件
連携協定を締結する企業との連携した環境に関
する取組の件数

【総合的な環境対策】
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⚫ 国の環境基本計画や市の後期基本計画で重視される「ウェルビーイング」の概念を踏まえ、数値目標の一部に「市民アンケート

に基づく主観指標」を導入し、市民が環境の状況や環境施策をどう感じているかを把握する。

《市民アンケートに基づく主観指標》

※市民アンケートに基づく主観指標は、毎年度の測定には拠らず、相応の間隔を設けて測定する。

項目
参考値

令和元年度
基準値

令和6年度
目標値

令和12年度
内容

「大野は自然環境や生物多様性が保たれて
いる」と感じている市民の割合

－ 56.9% 62.6%

市民意識調査で「大野は自然環境や生物多
様性が保たれている」という設問に対し
「肯定的」または「概ね肯定的」に回答し
た市民の割合

「大野はリサイクルなどの環境の取組がさ
かんである」と感じている市民の割合

－ 23.9% 26.3%

市民意識調査で「大野はリサイクルなどの
環境の取組がさかんである」という設問に
対し「肯定的」または「概ね肯定的」に回
答した市民の割合

「自宅近辺の騒音や悪臭に悩み」を感じて
いない市民の割合

－ 69.5% 76.4%

市民意識調査で「自宅近辺の騒音や悪臭に
悩まされている」という設問に対し「否定
的」または「概ね否定的」に回答した市民
の割合

「大野には自慢できる都市景観がある」と
感じている市民の割合

－ 69.5% 76.4%

市民意識調査で「大野には自慢できる都市
景観がある」という設問に対して「肯定
的」または「概ね肯定的」に回答した市民
の割合
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環境の状態や施策の実施状況を数値的に管理するための項目である「環境管理項目」を再編 現行51→素案52

№ 区分 項目 № 区分 項目

1 削除 里地の環境保全活動に取り組む集落数 32 継続 水質汚濁に係る環境基準の達成率（河川）

2 新規 多面的機能支払交付金事業に取り組む集落数に取り組む集落数 33 継続 水質汚濁防止法に基づく特定施設等の設置数

3 削除 希少生物の確認種数 34 継続 公共下水道加入人口

4 新規 希少種保全対応件数 35 継続 農業集落排水事業加入人口

5 継続 有害鳥獣捕獲頭数 36 継続 合併浄化槽設置人口

6 削除 郊外における観光入込客数 37 継続 地盤沈下量

7 新規 観光入込客数 38 継続 騒音規制法に基づく特定工場・特定建設作業届出の件数

8 削除 農用地面積 39 継続 振動規制法に基づく特定工場・特定建設作業届出の件数

9 新規 遊休農地の面積 40 継続 悪臭に係る特定施設届出の件数

10 継続 形態別森林面積 41 継続 公害防止協定の締結数

11 削除 広葉樹の植林面積 42 継続 典型７公害に関する苦情処理の件数

12 新規 植林の面積 43 継続 典型７公害以外の公害に関する苦情処理の件数

13 継続 森林経営計画認定面積 44 継続 ＰＲＴＲ届出事業所数・届出排出量

14 継続 電動車の普及台数 45 削除 社会奉仕活動の実施件数

15 継続 自動車登録台数 46 新規 市の支援を受けて環境美化に努める団体の活動回数

16 継続 長期優良住宅の認定件数 47 継続 環境パトロールの実施日数

17 継続 太陽光発電による買電件数 48 継続 景観形成地区の指定面積

18 継続 太陽光発電以外の再生可能エネルギー発電施設数 49 継続 景観誘導の件数

19 継続 公用車における電動車台数 50 継続 指定文化財等の点数

20 新規 公共施設の面積（延床面積）の削減量 51 継続 埋蔵文化財の確認件数

21 継続 JR越美北線利用者数 52 継続 おおの遺産の認証件数

22 継続 バス利用者数 53 継続 都市公園の整備面積

23 継続 降雨の水素イオン濃度 54 削除 社会教育における環境に関する学習会の開催数

24 継続 一般廃棄物処理量 55 新規 公民館での環境に関する講座等の開催数

25 継続 集団回収量（スーパー回収量等を含む） 56 継続 環境アドバイザーの登録者数

26 継続 資源化量 57 継続 広報紙等の紙面を利用した環境情報提供の件数

27 継続 再生資源を活用した市発注工事の件数 58 削除 市ホームページを利用した環境情報提供の件数

28 継続 「おいしいふくい食べきり運動」協力店の数 59 新規 市ホームページ内の環境情報ページのアクセス数（政）

29 継続 ごみ減量や分別方法などに関する講座等の実施回数（参加人数 60 削除 市ＬＩＮＥを利用して環境情報を収集している登録者数

30 継続 大気汚染に係る環境基準の達成率 61 新規 市ＬＩＮＥの受信設定で「ごみ収集情報」を登録している人数

31 継続 大気汚染防止法に基づく特定施設等の設置数



わかりやすさの見直し（体系整
理）

14④「現状と課題」の再整理 14

《現行》

⚫ 現行計画の「現状と課題」は、国際・国内動向、施策の必要性、市の取組内容、統計情報、課題認識などが混在し、背景が不
明瞭となっていた。今回の見直しでは、これらを基本目標ごとに「基本目標の意図」、基本方針ごとに「現状」「課題」とし
て再構成し、施策の根拠と課題認識を簡潔に整理する。後期基本計画の「現状と課題」の要素も反映する。

《素案》

「現状と課題」（基本方針ごとに記載）

さまざまな要素が混在
し、施策の背景や必要
性が不明瞭

「基本目標の意図」（基本目標ごとに記載） 「現状」「課題」 （基本方針ごとに記載）



わかりやすさの見直し（体系整
理）

15⑤取組目標の再定義 15

⚫ 現行計画では、基本目標ごとに「令和12年に向けた目標」として取組理念を掲げているが、中間見直しでは後期基本計画に準じ

て、「ありたい姿」として到達像を描写するような表現に刷新する。

（例：「～の取組を推進します。」→「～の取組によって〇〇な社会が実現しています。」）

《現行》

《素案》
令和12(2030)年に向けた目標（ありたい姿）

 温室効果ガス削減の見える化や楽しく学べる取組を通じて、地球温暖化防止への
理解が深まり、脱炭素型のライフスタイルと事業活動が地域に定着しています。

 木質バイオマスや水力などの地域資源が活用され、自然との調和と地域振興を両
立した再生可能エネルギーの導入が着実に進められています。

 既に現れている気候変動の影響や避けられない中長期的な影響に対して、地域に
根差した「適応策」が講じられ、安全・安心な暮らしが守られています。

 市域の約87％を占める森林の強みが生かされ、森林資源の循環利用を通じて、森
林吸収源対策が地域に根ざして展開されています。



わかりやすさの見直し（体系整
理）

16⑥主体別行動指針の再編 16

⚫ 市民や事業者、団体が日常生活や事業活動の中で身近に取り組める行動例である「主体別行動指針」を再編

⚫ 後期基本計画の「みんなができること」との整合をとり、「市民」「事業者」に加えて「団体」（市民活動団体、地域コミュニ

ティなどを想定）を追加

⚫ 主体間の重複と紙面のスペースを考慮し、一覧化

《現行》
《素案》

行動 市民 事業者 団体

すぐにごみになってしまうようなものは、できるだけ買
わない・もらわない・作らないように心掛けましょう。

〇 〇 〇

紙製の空箱やはがきなどの「雑がみ」は、紙袋にまとめ
て古紙類の日に出しましょう。

〇 〇 〇

食品の食べきり・使い切りを心掛けるとともに、フード
ドライブに積極的に参加しましょう。

〇 〇 〇

マイバッグやマイボトルを持参し、レジ袋や使い捨ての
プラスチックは受け取らないようにしましょう。

〇 〇

地域の社会奉仕活動で発生した草ごみは、可能な限り木
質バイオマス発電所の燃料として有効利用している業者
に持ち込むよう努めましょう。

〇

不用品は捨てる前に、売買仲介サイトや情報掲示板サイ
トを活用して必要とする人を探しましょう。

〇 〇 〇



わかりやすさの見直し（体系整
理）

17⑦解説コラムの新設 17

⚫ 市民や関係者の理解促進を目的に、導入部分や施策に関連する専門的概念の解説記事（コラム）を新設



令和7年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

大野市環境保全対策
審議会

関係会議

その他
（庁内事務等）

第1回
(7/2)
■

庁議（決定）

◆ アンケート結果報告
◆ 中間評価
◆ 骨子案説明

■

パブリック
コメント

◆ 関係課への照会①
（施策・数値目標）

第2回
(9/25)
■

第3回
(日未定)
■

アンケート調査
・集計

中間評価
報告書作成

部長会議

■
議会説明

■

■

議会報告

■

公表

◆ 素案の説明
（現状課題、施策、
数値目標など）

◆ 最終案の説明
（現状課題、施策、
数値目標など）

廃棄物減量等

推進審議会①

(8/4)

■

脱炭素推進会議②

(10/22)

■

脱炭素推進会議①

(5/16)

■

素案作成

案作成 最終案作成

18スケジュール（案） 18

◆ 関係課への照会②
（素案確認）

■
部局長連絡調整会議



市環境基本計画とは【参考】中間評価の結果 19

計画に掲げる施策の進捗状況（令和３～６年度）を、７月に大野市環境保全対策審議会において評価
評価基準は令和６年度末時点

環境像 基本目標 施策の基本方針 中間評価

水
循
環
共
生
都
市

越
前
お
お
の

自然との共生社会の形成
①生物の多様性の確保 △

②自然環境の体系的保全 〇

脱炭素型社会への移行
③地球環境の保全 △

④資源及びエネルギーの有効利用 △

資源循環型社会の構築 ⑤廃棄物の減量及びリサイクルの推進 △

快適な生活環境の保全
⑥公害の防止 〇

⑦良好な景観形成及び歴史的、文化的遺産の保存 △

総合的な取り組みの推進 ⑧総合的な環境対策 〇

評価の基準：○順調 △努力が必要 ×相当の努力が必要

✓ 市民の自然環境や生物多様性への関心の低下が懸念されており、これらに関する理解と意識の浸透を図る取組を進める必要が
あります。

✓ 間伐などの森林整備が進んでいない状況にあることから、山林の境界を明確化するとともに、森林施業の効率化を図る取組を
進める必要があります。

✓ 市域全体及び市の事務事業ともにＣＯ₂排出削減の進捗が十分と言えない状況にあり、市民・事業者の主体的な脱炭素の取組
と、市の率先行動によって市域全体をけん引する取組を進める必要があります。

✓ 令和６(2024)年度にプラスチック分別回収を開始したものの、資源化率に顕著な向上は見られておらず、分別の重要性に関す
る啓発及び情報発信を強化する必要があります。

✓ 騒音や雑草繁茂など、生活型公害の苦情が増加傾向にあることから、市民一人ひとりが近隣への配慮を意識した生活を実践で
きるよう促す取組を進める必要があります。

✓ 小中学校においてＳＤＧsの視点を取り入れた環境教育が進む中、次代を担う若い世代の主体的な学びを促す環境学習を推進
する必要があります。

【中間評価で明らかになった主な課題】



市環境基本計画とは【参考】アンケート調査の結果 20

市民・事業者・小中学生のまちづくりへの思い（ニーズ）を検証し、計画に反映するため、 ４～５月に「環境・
水に関するアンケート調査」を実施

✓ 市民の「ごみ減量に向けた取組状況」は、前回のアンケート実施時（令和２年度）と比較して意識の低下が懸念される
状況にあることから、市民の関心を喚起する工夫を凝らした普及啓発や情報発信を進める必要があります。

✓ 市民が「市に求める環境施策」として最も多く挙げたのは、「農地及び山林の保全・活用」であり、高齢化や担い手不
足に対応しながら、農地・森林の効率的な保全・管理を推進するとともに、市民がその恩恵を実感できる取組を進める
必要があります。

✓ 事業者が「市に求める環境施策」として挙げた主な項目は、「設備導入支援」「取組事例の共有」「事業者向け研修
会」であり、脱炭素化による経済的な相乗効果を周知するとともに、持続可能な事業活動の促進に向けた取組を進める
必要があります。

✓ 小中学生が「学びたい環境問題」として多く挙げたのは「自然の喪失」「生物多様性の危機」であり、若い世代に対し
て、自然や生き物とのふれあいの重要性を伝える環境学習を推進する必要があります。

【アンケート調査で明らかになった主な課題】

調査対象者 配布数 回収数 回収率 調査方法

市民（16歳以上） ９００ ３０３ ３３．７％ 郵送による配布・
郵送又はWEBによる回収市内の事業所 １００ ５３ ５３．０％

小学６年生・中学３年生（市内学校） ４２１ ３８８ ９２．２％ 学校による配布・回収

合計 １,４２１ ７４４ ５２．４％


